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令和8年3月1日（日）

十条地区まちづくり全体協議会
十条北ブロック部会

第31回
十条北ブロック部会
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   1．開会

部会長あいさつ
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   2．まちづくりの進捗状況報告

（1）地区計画の概要

（2）不燃化加速事業の終了及び後継事業

（3）不燃領域率の向上

（4）主要生活道路A路線・C路線の整備状況
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（1）地区計画の概要

❶十条北地区 地区計画の概要

十条北地区について、既存の閑静な住環境を維持しながら、建築物の更新
を適切に誘導し、道路や公園等を整備することで、市街地の防災性及び居住
環境の向上を図るため、 「十条北地区地区計画」を令和７年４月１日に決定し
ました。

地区計画が定められている区
域内で、以下の行為を行う際に
は、それらの行為に着手する30
日前までに届出が必要です。

① 建築物等の新築・増築・改築または移転

② 土地の区画形質の変更

③ 建築物等の用途の変更
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（1）地区計画の概要

❷地区計画で定める事項

◼敷地面積の最低限度

・・・極小住宅（敷地を小さく分割する）を制限するためのルールです

◼建物の用途の制限

◼建築物の形態や色彩などの制限

・・・まちにふさわしくない建物を
つくらないようにするルールです

◼ 壁面の位置の制限

・・・隣地境界と壁の間を40㎝あけるルールです
・・・主要生活道路Ａ・Ｃ路線の中心から３ｍ

の位置に建物や工作物を建築することを制限するルールです

◼かき・柵の制限

・・・背の高いブロック塀をなくし、緑豊かな街並みをつくるためのルールです
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（1）地区計画の概要

❸十条北地区 地区計画による届け出

工事・行為の着手の30日前までに役所への届け出が必要です。

届出 審査 通知
建築確認

申請
着工

例：↓確認申請が必要な新築・増築などの場合の手続きの流れ↓

〔届出先〕  ※届出が必要か迷った場合もお問合せ下さい。
まちづくり部都市計画課
〒114-8508 東京都北区王子本町1-15-22 北区役所第一庁舎

3階12番～14番 電話番号：03-3908-9152

工事着工の30日前まで

地区計画のルールに違反していないかのチェック



第31回十条北ブロック部会 6

❸十条北地区 地区計画による届け出

届け出数（※）

建築物の建築・工作物の建設 32件

※決定後、令和7年12月31日までの届け出数
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◼敷地面積の最低限度

極小住宅（敷地を小さく分割する）
を制限するためのルールです。

環状七号線沿道地区 近隣商業地区・住居地区

80㎡ ６５㎡

（1）地区計画の概要
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（2）不燃化加速事業の終了及び後継事業

❶不燃化加速事業の概要

十条北ブロックを対象に、老朽建築物を解体する方に除却費を助成します。

また、準耐火建築物等以上の耐火性能で建てる方に費用の一部を助成します。

〇戸建て住宅の場合
耐火建築物等：90万円
準耐火建築物等：80万円

〇共同住宅の場合
耐火建築物等：最大450万円
準耐火建築物等：最大200万円

②建替え事業

①除却事業

※本事業の助成期間は、令和6年4月1日から令和8年3月31日

までです。令和8年1月30日交付申請までが対象となります。

※本事業は、様々な要件や申請期限等がありますので、ご利用の

際は防災まちづくり担当課へご相談ください。

※本事業の詳細は、右のQRコードを
スマートフォン等で読み取ると、
webサイトで知ることができます。

最大
120万円

耐火
建築物

戸建て住宅の場合

90万円※

80万円※ 200万円※

450万円※

共同住宅の場合

準耐火
建築物

※上限額

 

上十条５丁目 

十条仲原４丁目 

十条仲原３丁目 

赤羽西３丁目 

西が丘２丁目 

令和7年度末で終了
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❷不燃化加速事業の申請数

※令和7年12月31日までの申請数

・交付数とは異なります。
・様々な要件や申請期限等があります。

令和7年度
申請数（※）

令和６年度
申請数

除却事業 5件 17件

建替え事業 2件 5件

除却事業

建替え事業

（2）不燃化加速事業の終了及び後継事業
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❸不燃化加速事業の後継事業

十条北ブロックを対象とした  ・老朽建築物の除却費助成

         ・準耐火建築物等以上の建替え助成

不燃化加速事業

能登半島地震での市街地
火災を踏まえ、局所的に対策
が必要な区域を集中的に支援

令和6年4月1日から令和8年3月31日まで

令和8年4月1日から令和13年3月31日まで

 

上十条５丁目 

十条仲原４丁目 

十条仲原３丁目 

赤羽西３丁目 

西が丘２丁目 

後継事業の詳細については、
後日配布するニュース等で
お知らせします。

令和8年度～ NEW！

（2）不燃化加速事業の終了及び後継事業
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（3）不燃領域率の向上

❶新たな防火規制とは

東京都建築安全条例第７条の３の規定に基づき、東京都知事が、震災時の
火災による危険性が高い区域において、建築物の耐火性能を強化する制度で、
準防火地域では、建替え・新築の際、より耐火性能の高い構造が必要です

❷十条北地区の指定区域

≪平成１９年６月１日施行≫上十条５丁目、十条仲原３～４丁目

≪令和７年４月１日施行≫赤羽西３丁目及び西が丘２丁目の一部

4階以上

3階

2階

1階

準防火地域

防火構造等
とした
建築物

準耐火建築物

耐火建築物

延床面積
500㎡まで

延床面積
1,500㎡まで

4階以上

3階

2階

1階

準耐火建築物等

耐火建築物

延床面積
50㎡まで

延床面積
500㎡まで

※

新たな防火規制

※ 外壁および軒裏が防火構造のものなら建築可能
※防火地域の基準は変更ありません。
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（3）不燃領域率の向上

❹十条北地区の不燃領域率の目標

主要生活道路の整備、公園や広場の
整備及び新たな防火規制の導入による
更新建物の不燃化などにより、不燃領
域率の向上を図ります。

約64％

約56％

約52％

❸不燃領域率の概要

地区内における一定規模以上の道路や公園等の空地面積と、地区内の全
建物建築面積に対する耐火建築物等の建築面積の比率から算定される、地区
面積に対する不燃化面積の割合で、その地区の燃え広がりにくさを表します。

平成２４年度
（事業開始当初）

令和４年度
（区域拡大時）

令和６年度 目標値

43.4％ ５１．２％ ５２．１% ６０％以上
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（4）主要生活道路A路線・C路線の整備状況

主要生活道路
C路線

主要生活道路
A路線

❶主要生活道路A路線・C路線の整備状況

事業へのご協力を賜っています。調
査へのご協力をお願いするため、権利
者の皆様にお知らせを配布しました。

主要生活道路A路線の南側の区
間で、私下水の付け替えのため、設
計を行っています。工事は令和8～9
年ごろを予定しています。

❷主要生活道路A路線の整備状況

❸主要生活道路C路線の整備状況

主要生活道路C路線の三ツ和公
園付近の道路の拡幅工事を予定し
ています。 工事業者が決まり次第
お知らせいたします。
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   3．閉会

副部会長あいさつ
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